
発行所
東京都千代田区霞ヶ関

財務ビル内（〒100-0013）

全国税労働組合
発行人　山本　浩二

電　話（03）3581−3678
ＦＡＸ（03）3507−0886
振替口座　00140-2-68514

(　1　)

“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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第 2036号 2015年 6月 10日

　
今
盛
ん
に
戦

争
法
案
の
審
議

が
国
会
で
な
さ

れ
て
い
る
。
ま

る
で
意
図
的
に

質
問
を
は
ぐ
ら

か
す
よ
う
な
誠
意
の
な
い
答

弁
。
そ
し
て
幼
稚
な
ヤ
ジ
。

謝
罪
す
る
よ
う
な
ら
言
う
ん

じ
ゃ
な
い
。
全
く
歳
費
が

も
っ
た
い
な
い
▼
沖
縄
県
知

事
と
一
緒
に
訪
米
中
の
名
護

市
長
が
、「
植
民
地
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。」と
ア

メ
リ
カ
側
に
説
明
し
た
。
今

後
は
東
京
を
は
じ
め
と
し
て

日
本
中
の
空
を
オ
ス
プ
レ
イ

が
飛
び
ま
わ
る
か
も
し
れ
な

い
。
墜
落
し
て
も
日
米
地
位

協
定
が
あ
る
の
で
、
毎
回
事

故
の
真
相
は
ウ
ヤ
ム
ヤ
に
な

る
だ
ろ
う
。
日
本
全
体
が
植

民
地
状
態
だ
▼
最
近
全
国
各

地
で
地
震
と
火
山
の
活
動
が

活
発
だ
。
５
月
は
例
年
以
上

の
暑
さ
と
雨
不
足
の
異
常
気

象
だ
。
ま
る
で
大
地
が
怒
り

に
震
え
、
大
空
は
呆
れ
は

て
、
雨
を
降
ら
す
こ
と
を
忘

れ
た
よ
う
だ
。

〈
出
題
〉
九
段
　
石
榑
郁
郎

黒
先

〈
ヒ
ン
ト
〉捨
て
石
の
好
手
段

で
眼
形
を
奪
い
ま
す
。

（
　
分
で
二
、
三
段
以
上
）
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　小規模署における徴収官、調査官併任は 第４回
長 官
団 交

　
5
月
　
日
全
国
税
・
国
公
労
沖
縄
全
税
支
部
は
、
林
長
官
と
第
４
回
の
交
渉
を
実

22

施
し
、
①
確
申
期
対
策
問
題
②
ノ
ル
マ
主
義
・
事
務
運
営
に
つ
い
て
③
公
正
で
明
朗

な
人
事
の
確
立
④
全
国
税
・
全
税
支
部
差
別
の
是
正
⑤
賃
金
制
度
等
の
改
善
に
つ
い

て
追
及
し
ま
し
た
。

人
に
な
る
。
欠
員
に
な
っ
た

ら
誰
が
や
る
の
か
。

総
務
課
長
　
統
括
官
や
管
営

の
職
員
は
減
る
。
二
つ
の
仕

事
を
全
部
や
れ
と
は
言
っ
て

い
な
い
。
人
が
い
な
く
な
る

署
は
局
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

協
議
会
　
7
月
以
降
が
心
配

さ
れ
る
。
前
広
に
情
報
を
明

ら
か
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

当
局
　
窓
口
に
言
っ
て
も
ら

い
た
い
。

協
議
会
　
通
則
法
改
正
に
よ

る
事
務
量
は
増
え
て
い
る
。

1
件
あ
た
り
の
日
数
を
十
分

に
取
り
、
件
数
あ
り
き
の
事

務
運
営
を
改
め
て
も
ら
い
た

い
。
と
り
わ
け
、
若
手
職
員

の
件
数
を
削
減
せ
よ
。

長
官
　
事
務
計
画
の
策
定
に

当
た
っ
て
は
従
来
か
ら
弾
力

的
に
行
な
う
よ
う
指
示
し
て

い
る
。
来
期
に
つ
い
て
も
事

務
量
を
適
切
に
把
握
し
各
局

の
実
態
を
踏
ま
え
、
弾
力
的

に
運
営
す
る
よ
う
指
示
し
て

当
局
　
　
年
前
か
ら
の
計
画
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に
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な

い
。

協
議
会
　
実
験
に
一
年
間
付

き
合
え
と
い
う
が
、
予
算
と

人
員
は
確
保
し
た
の
か
。
小

規
模
署
の
人
員
を
減
ら
す
な

ら
反
対
だ
。

当
局
　
複
数
署
に
わ
た
る
事

務
を
一
署
に
集
め
る
こ
と
に

よ
り
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
。
徴
収
事
務
で
は
す
で

に
仙
台
局
で
試
行
さ
れ
て
お

り
、
徴
収
手
法
の
伝
承
に
よ

る
人
材
育
成
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
全
国
に
広
め

試
行
と
し
て
行
な
う
。

協
議
会
　
試
行
で
思
い
出
す

の
は
徴
収
シ
ス
テ
ム
の
失
敗

が
あ
る
。
朝
霞
の
セ
ン
タ
ー

を
希
望
し
た
ら
　
時
間
働
か

24

さ
れ
た
。
情
報
を
お
ろ
し
て

組
合
と
議
論
を
し
な
け
れ
ば

上
手
く
い
か
な
い
。

協
議
会
　
　
年
7
月
以
降
の

27

人
員
配
置
は
ど
う
な
る
の

か
。
た
と
え
ば
江
差
、
八
雲

の
職
員
は
函
館
に
配
転
す
る

の
か
。
ま
た
、
ス
ペ
ー
ス
に

余
裕
は
あ
る
の
か
。

当
局
　
内
部
事
務
は
併
任
と

な
る
の
で
7
月
の
異
動
は
な

い
。
徴
収
は
併
任
で
は
な
い

の
で
異
動
と
な
る
。
書
庫
等

ス
ペ
ー
ス
確
保
は
各
署
で
対

応
す
る
。
予
算
確
保
は
難
し

い
が
非
常
勤
職
員
を
採
用
す

る
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
の
大

幅
な
改
修
は
必
要
な
い
と
考

え
る
。

協
議
会
　
Ａ
署
と
Ｂ
署
の
仕

事
を
両
方
や
る
こ
と
に
な
る

が
全
部
や
れ
る
の
か
。
小
規

模
署
の
仕
事
を
中
心
署
で
や

る
と
小
規
模
署
の
職
員
が
一

協
議
会
　「
内
部
事
務
等
の

集
中
化
の
試
行
」に
つ
い
て
、

税
務
署
の
将
来
像
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
今
回
の
試
行
を

行
う
の
か
。

当
局
　
内
部
事
務
の
試
行
に

つ
い
て
は
、
小
規
模
署
の
限

ら
れ
た
人
員
で
は
限
界
が
あ

り
、
事
務
運
営
を
弾
力
的
に

行
な
う
必
要
が
あ
る
。

協
議
会
　
試
行
は
１
年
で
や

め
る
の
か
。

当
局
　
秋
か
ら
試
行
を
行
な

い
来
事
務
年
度
の
6
月
ま
で

随
時
分
析
す
る
。
検
討
結
果

を
踏
ま
え
　
事
務
年
度
以
降
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ど
う
す
る
か
決
め
た
い
。

協
議
会
　
内
部
事
務
一
元
化

が
上
手
く
い
っ
て
い
な
い

中
、
広
げ
る
こ
と
は
理
解
で

き
な
い
。
一
元
化
の
中
長
期

的
事
務
運
営
に
こ
の
計
画
は

含
ま
れ
て
い
た
の
か
。
小
規

模
署
の
内
部
事
務
を
ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
こ
と
が
目

的
で
は
な
い
の
か
。

 全国税と共に 「ゆとり」
　　「誇り」「仲間」の
 　　　職場を築こう！

　
全
国
税
は
少
数
な
が
ら

職
員
の
一
人
で
は
言
え
な

い
声
を
要
求
に
し
な
が
ら

将
来
の
職
場
を
不
安
の
職

場
か
ら
希
望
の
職
場
に
変

え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

労
働
組
合
は
数
が
力
で
す

が
、
当
局
に
真
剣
に
対
峙
し

て
い
く
意
思
が
な
け
れ
ば
力

と
は
な
り
き
れ
ま
せ
ん
。
少

数
で
も
お
か
し
い
こ
と
は
お

か
し
い
と
言
え
る
組
合
の
意

見
は
当
局
も
無
視
で
き
な
い

も
の
で
す
。
全
国
税
が
大
き

く
な
る
こ
と
が
職
場
を
変
え

職
場
の
閉
塞
感
を
開
放
す
る

早
道
と
な
る
は
ず
で
す
。

　
全
国
税
は
、「
仲
間
」
を
守

り
要
求
を
大
事
に
す
る
労
働

組
合
で
す
。
相
談
も
で
き

ず
、
雑
談
も
な
い
ぎ
す
ぎ
す

し
た
職
場
か
ら
、
協
力
し
深

度
あ
る
仕
事
が
で
き
る
「
ゆ

と
り
」
あ
る
職
場
を
め
ざ
す

労
働
組
合
で
す
。

　
全
国
税
は
、
税
務
職
員
と

し
て
人
間
と
し
て
「
誇
り
」

を
持
て
る
職
場
を
め
ざ
す
労

働
組
合
で
す
。

　
今
求
め
ら
れ
る
の
は
、

個
々
人
が
自
ら
の
意
見
を

声
に
出
す
こ
と
で
す
。
そ

の
声
を
全
国
税
は
職
場
の

要
求
と
し
て
当
局
に
ぶ
つ

け
て
い
き
ま
す
。
個
々
の

不
満
や
問
題
意
識
は
、
職

場
の
大
き
な
問
題
に
行
き

着
き
ま
す
。
全
国
税
は
職

場
の
仲
間
の
た
め
に
た
た

か
う
本
物
の
労
働
組
合
で

す
。
自
分
自
身
の
た
め
に

全
国
税
へ
の
協
力
・
共
同

そ
し
て
加
入
を
訴
え
ま

す
。
状
況
を
変
え
る
た
め

に
も
全
国
税
を
選
択
肢
に

入
れ
て
く
だ
さ
い
。
組
合

の
仲
間
と
し
て
共
に
職
場

を
よ
く
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
　
近
畿
地
連
委
員
長

　
　
　
　
滑
羅
　
秀
喜

　
他
系
統
の
事
務
ま
で
は

　
　
　
　
　
　
手
が
回
ら
な
い

協
議
会
　
5
月
　
日
２
つ
の
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施
策
に
つ
い
て
伝
達
が
な
さ

れ
た
が
、
労
働
条
件
の
変
更

に
対
し
組
合
と
協
議
も
せ
ず

一
方
的
に
導
入
し
て
き
た
こ

と
に
抗
議
す
る
。

　
ま
ず
「
小
規
模
署
に
お
け

る
課
税
担
当
部
門
・
徴
収
担

当
部
門
の
一
層
の
連
携
に
つ

い
て
」、
賦
課
、
徴
収
を
１
人

の
担
当
者
が
行
う
こ
と
に
問

題
は
な
い
の
か
。

当
局
　
小
規
模
署
に
お
い
て

は
、
広
い
管
轄
区
域
を
抱
え

限
ら
れ
た
人
員
の
中
で
、
調

査
・
徴
収
事
務
の
集
中
化
と

一
層
の
連
係
で
効
率
化
を

図
っ
て
い
く
。

協
議
会
　
今
ま
で
賦
課
と
徴

収
を
切
り
分
け
て
き
た
こ
と

は
、
一
人
の
担
当
者
に
権
限

が
集
中
す
る
こ
と
に
問
題
が

あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

一
人
で
調
査
も
徴
収
も
完
結

さ
せ
る
の
か
。

当
局
　
人
事
院
規
則
で
は
短

期
間
の
併
任
で
あ
れ
ば
問
題

は
な
い
。

　
一
人
で
完
結
さ
せ
る
や
り

か
た
は
問
題
が
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
遠
方
へ
の
同
じ

エ
リ
ア
の
出
張
で
簡
易
な
案

件
を
対
象
に
す
る
。

協
議
会
　
今
は
簡
易
な
案
件

と
い
う
が
広
げ
る
考
え
は
あ

る
の
か
。
調
査
で
手
一
杯
で

あ
り
徴
収
ま
で
手
が
回
ら
な

い
。
調
査
件
数
が
減
ら
な
け

れ
ば
事
務
の
上
乗
せ
と
な

る
。
負
担
増
は
労
働
強
化
に

つ
な
が
り
組
合
と
し
て
は
反

対
だ
。

当
局
　
簡
易
な
事
務
に
対
象

を
限
定
し
て
お
り
負
担
に
な

ら
な
い
。
範
囲
の
見
直
し
は

考
え
て
い
な
い
。

行
き
た
い
。

協
議
会
　
猶
予
制
度
の
研
修

が
不
十
分
だ
。
ま
た
、
猶
予

は
事
務
量
が
か
か
り
、
人
員

を
増
や
す
か
出
張
日
数
等
を

削
ら
な
け
れ
ば
処
理
で
き
な

い
。

当
局
　
猶
予
制
度
に
つ
い
て

は
十
分
な
研
修
や
資
料
提
供

を
行
な
っ
て
き
た
。
猶
予
の

対
応
は
き
ち
ん
と
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
局
署
間
の

応
援
を
含
め
必
要
な
対
応
は

す
る
。

若
手
の
調
査
件
数
を
削
減
せ
よ

　
内
部
事
務
集
中
化
の

　
　
試
行
状
況
を
明
ら
か
に

回
答
す
る
林
長
官
（
中
央
）

　　　　労働強化につながる懸念

猶
予
事
務
の
人
員
と
日
数
確
保
を

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃

姶逢 娃娃娃娃娃娃娃

交渉に臨む執行部

　
追
及
す
る
朴
木
中
執
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コ
ー
ナ
ー
を
中
心
に
運
営
し

て
い
る
・
対
象
者
が
明
確
で

な
く
、
自
主
的
判
断
に
任
せ

て
い
る
・
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア

ド
バ
イ
ス
が
徹
底
さ
れ
ず
、

等
で
す
。

　
職
場
か
ら
「
セ
ル
フ
の
相

談
者
も
、
最
終
的
に
相
談
者

が
入
力
し
た
も
の
を
職
員
が

送
信
前
確
認
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
」「
責
任
の
所
在

は
税
務
署
側
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
」「
相
談
会
場
の
状
況

で
は
、
確
実
に
送
信
前
確
認

が
で
き
る
か
不
安
」「
相
談
会

場
で
の
書
類
不
備
や
誤
り
が

〈
解
答
〉
黒
1
、
3
が
好
手

段
。
白
4
の
取
り
に
黒
5
か

ら
7
と
置
い
て
白
死
で
す
。

黒
1
で
3
は
白
5
黒
1
白
6

以
下
白
生
き
。
ま
た
黒
1
で

イ
は
白
3
黒
ロ
白
6
以
下
セ

キ
。
白
2
で
3
な
ら
黒
ロ
で

白
死
で
す
。

職
場
の
声

【
北
海
道
地
連
】

○
コ
レ
ハ
ナ
ン
ダ

　「
総
合
的
見
直
し
」
後
、

最
初
の
給
料
日
。

　「
こ
の
紙
切
れ
は
な
ん

だ
？
」、「
私
に
は
入
っ
て

い
な
い
」、「
こ
の
分
減
る

の
？
」、「
三
年
後
に
は
現

給
保
障
も
な
く
な
る
か

ら
、
大
縮
減
だ
」、「
こ
れ

を
取
り
戻
す
に
は
普
通
の

昇
給
で
は
絶
望
だ
」
…
。

○
在
札
署
で
一
番
悪
い

　「
こ
こ
の
耐
火
書
庫
は

在
札
署
の
中
で
も
一
番
使

い
勝
手
が
悪
い
」。

　
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て

き
ま
し
た
。

　
移
動
式
の
棚
の
手
前
に

山
の
よ
う
に
積
み
上
げ
ら

れ
た
書
類
の
山
。
毎
日
、

こ
の
山
を
移
動
し
な
い
と

目
的
の
書
類
に
た
ど
り
着

け
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
に

イ
ラ
イ
ラ
が
募
る
職
員

も
。
　
職
場
の
管
理
者
、
そ
し

て
局
長
に
は
、
職
員
が
少

し
で
も
気
持
ち
よ
く
働
け

る
環
境
の
整
備
に
努
力
し

て
も
ら
い
た
い
も
の
で

す
。

責
任
の
所
在

【
名
古
屋
中
村
分
会
】

　
局
は
平
成
　
年
度
の
総
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括
で
、
平
成
　
年
分
確
定

27

申
告
期
に
お
け
る
セ
ル
フ

コ
ー
ナ
ー
の
利
用
拡
大
に

向
け
て
の
取
組
に
つ
い
て

言
っ
て
い
ま
す
。

　
・
運
営
に
署
問
ば
ら
つ

き
が
あ
る
・
ア
シ
ス
ト

多
く
、
事
後
処
理
な
ど
は
相

談
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
絶
え

な
い
ね
」「
相
談
者
の
不
信
感

を
招
い
て
い
る
ね
」「
局
は
い

い
と
こ
ど
り
し
て
、
悪
い
と

こ
ろ
は
ほ
っ
か
む
り
し
て
い

る
ね
」
な
ど
な
ど
の
声
が
絶

え
ま
せ
ん
。

コ
ラ
ム
・
私
鉄
沿
線
よ
り

【
近
畿
・
東
大
阪
支
部
】

○
４
月
の
課
税
系
統
の
筆
頭

会
議
の
後
、
事
務
年
度
末
ま

で
に
、「
１
人
２
件
、
７
月
８

月
の
調
査
日
程
確
定
」
の
正

式
命
令
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
　
新
年
度
は
人
員
構
成
も

変
わ
り
、
７
月
８
月
は
夏

季
休
暇
、
夏
休
み
期
間
で

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
期
間
に
「
着
手
３
件
」

せ
よ
と
の
命
令
も
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
職
員
の
事
情

は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う

か
？
　
通
則
法
手
続
き
も

逸
脱
し
な
い
の
か
な
あ
。

○
退
職
ま
ぢ
か
の
幹
部
か

ら
声
を
か
け
ら
れ
た
「
再

任
用
の
構
造
を
教
え
て
く

だ
さ
い
」
と
。
当
局
は
本

当
に
不
親
切
で
す
ね
。
２

年
前
く
ら
い
に
は
具
体
的

な
説
明
を
し
て
い
な
け
れ

ば
、
安
心
で
き
ま
せ
ん
よ

ね
。

○
管
理
の
ベ
テ
ラ
ン
職
員

が
「
債
権
管
理
が
う
ま
く

い
っ
て
な
い
で
す
ね
」「
債

権
管
理
は
人
が
居
れ
ば
回

る
仕
事
や
な
い
」
全
国
税

の
主
張
が
世
論
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

【
お
詫
び
と
訂
正
】
５
月
　
日
付
機
関
紙
、
２
０
３
５
号
一
面
記
事
二
段
目
、
東
北
地
連
機

10

関
紙
か
ら
の
転
載
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
最
後
よ
り
三
行
目
『
休
日
出
勤
が
あ
っ
た
』
と

あ
り
ま
す
が
『
休
日
出
発
が
あ
っ
た
』
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

全
国
税
・
全
税
支
部
組
合
員
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
差
別
を
是
正
せ
よ

協
議
会
　
全
国
税
、
全
税
支

部
組
合
員
に
対
す
る
人
事
差

別
を
根
絶
す
る
こ
と
。
差
別

解
消
の
証
と
し
て
、
全
国

税
・
全
税
支
部
組
合
員
へ
統

括
官
等
６
級
ポ
ス
ト
発
令
を

大
幅
に
増
や
す
こ
と
。

①
５
級
高
位
号
俸
の
組
合
員

を
６
級
ポ
ス
ト
に
昇
任
・
昇

格
さ
せ
る
こ
と
。

東
京
地
連
・
原
野
秀
樹
、
北

陸
地
連
・
家
城
康
寿
、
近
畿

地
連
・
稗
田
慶
三
、
山
内
謙

二
、
長
谷
川
健

②
５
級
昇
格
要
求
　
北
海
道

地
連
・
長
沼
敦
志
、
東
京
地

連
・
西
村
幸
一
、
星
野
永
心
、

近
畿
地
連
・
丸
山
哲
也
、
深

川
園
望

③
山
道
評
議
員
は
い
ま
だ
に

３
級
の
ま
ま
だ
。
４
月
に
４

級
発
令
を
実
現
せ
よ
。

④
６
級
未
昇
格
　
定
年
の
近

い
組
合
員
に
対
し
て
ポ
ス
ト

発
令
後
、
４
月
付
け
の
発
令

で
解
消
し
て
も
ら
い
た
い
。

協
議
会
（
宮
城
副
代
表
委
員
）

５
級
高
位
号
俸
の
宮
城
信
昭

（
普
通
科
　
期
）
等
を
６
級
ポ
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ス
ト
に
昇
任
・
昇
格
さ
せ
る

こ
と
。
５
級
昇
格
で
は
嶺
井

諭
（
普
通
科
　
期
）
を
発
令
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す
る
こ
と
。

当
局
　
人
事
に
あ
た
っ
て

は
、
従
来
か
ら
公
務
の
要
請

に
基
づ
き
、
適
材
を
適
所
に

配
置
し
、
行
政
効
率
を
最
大

限
に
発
揮
す
る
よ
う
、
職
員

個
々
の
適
性
、
能
力
、
勤
務

実
績
等
を
把
握
し
、
こ
れ
ら

を
総
合
的
に
判
断
し
て
適
正

に
行
っ
て
い
る
。
当
庁
と
し

て
は
、
職
員
団
体
へ
の
加
入

の
有
無
や
所
属
団
体
の
如
何

に
よ
っ
て
差
別
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
正

当
な
組
合
活
動
を
敵
視
す
る

こ
と
は
し
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
個
別
の
人
事
に
は

答
え
ら
れ
な
い
。

協
議
会
　
十
日
町
税
務
署
長

の
逮
捕
事
件
が
起
き
た
が
、

根
底
に
は
ノ
ル
マ
・
成
績
主

義
に
よ
る
事
務
運
営
が
あ

る
。
そ
れ
を
改
め
な
い
限

り
、
根
本
的
な
問
題
の
解
決

に
な
ら
な
い
。
あ
わ
せ
て
、

長
官
と
し
て
の
任
命
責
任
を

ど
う
考
え
る
の
か
。
伺
い
た

い
。

当
局
　
今
回
の
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
公

務
外
の
出
来
事
と
は
言
え
誠

に
遺
憾
で
あ
る
。
今
後
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
起
き
な
い
よ

う
、
綱
紀
の
厳
正
な
保
持
に

努
め
る
。

協
議
会
　
停
職
２
ヶ
月
の
処

分
は
軽
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
署
長
は
パ
ワ
ハ
ラ
で
評

判
だ
っ
た
。
職
員
は
皆
、
懲

戒
免
職
に
な
る
と
思
っ
て
い

た
。

当
局
　
様
々
な
事
情
を
考

慮
・
鑑
み
て
こ
の
よ
う
な
処

分
と
な
っ
た
。

　「
平
和
と
い
の

ち
と
人
権
を
！
」

と
掲
げ
、
横
浜
で

開
か
れ
た
憲
法
集

会
に
は
、
首
都
圏

を
中
心
に
３
万
人

の
市
民
が
集
ま
り

ま
し
た
。

　
憲
法
改
正
に
向

け
た
国
会
の
動
き

が
本
格
化
す
る
な

か
、
昨
年
ま
で
首

都
圏
で
２
つ
の
大

き
な
護
憲
派
集
会

が
別
々
に
開
か
れ

て
い
た
が
一
本
化

さ
れ
幅
広
い
市
民

が
結
集
。
予
想
を

上
回
る
規
模
と
な

り
ま
し
た
。

十日町税務署長を逮捕暴行容疑で取り調べ中供述調書を破った疑い
　十日町署は24日、取り調べ中に供述調書を破った公用文書毀棄の疑
いで、十日町市下川原町、十日町税務署長水野義孝容疑者（60）を現行
犯逮捕した。
　逮捕容疑は同日午前０時前、十日町署の取調室で、暴行容疑で任意の
取り調べを受けていた際、警察官が読み聞かせようとした供述調書を取
り上げて破った疑い。
　同署によると23日午後９時前、水野容疑者も住む税務署宿舎の近隣
住民から「酔っぱらいが騒いでいる」との通報があり、警察官が駆け付
けた。水野容疑者が部下の50代男性を大声で怒鳴ったり、胸を突いた
りしていたため署で事情を聴いていた。水野容疑者は公用文書毀棄、暴
行ともに容疑を認めている。
　水野容疑者は市内の飲食店で職場関係者ら10人以上で酒を飲んでい
た。調べに対し、「目を掛けているのに部下の態度が悪かった」と話して
いるという。
　十日町税務署を所管する関東信越国税局（さいたま市）によると、水
野容疑者は2014年７月に長野県木曽税務署長から着任した。
　同国税局の江橋克夫国税広報広聴室長は「公務外とはいえ、国民の信
頼を揖なうことになり誠に遺憾なものと受け止めている、今後このよう
なことが起きないよう、職員の綱紀の厳正な保持についてさらなる徹底
を図っていく」とコメントした。
　　　　　　　　　　　　　　　　（４月24日付新潟日報夕刊より）
※「公用文書等毀棄罪」（刑法 第258条） 公務所の用に供する文書又は
電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

　
４
月
　
日
、
新
聞
報
道
の

24

と
お
り
現
職
税
務
署
長
が
逮

捕
さ
れ
る
と
い
う
前
代
未
聞

の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
ニ
ュ
ー

ス
が
職
場
に
知
ら
さ
れ
ま
し

た
。
併
せ
て
幹
部
の
飲
み
会

自
粛
な
ど
の
指
示
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

　
な
お
、
５
月
１
日
付
で
当

該
署
長
は
辞
職
し
ま
し
た
。

　
職
員
等
か
ら
は
、「
情
け

な
い
」「
勤
務
延
長
中
ら
し
い

が
ど
う
な
る
の
」「
局
幹
部
が

激
怒
し
た
そ
う
だ
が
、
任
命

責
任
は
大
き
い
な
」「
最
近
は

　
代
後
半
で
も
一
般
上
席
や

50万
年
統
括
が
い
っ
ぱ
い
い
る

け
れ
ど
、
署
長
ク
ラ
ス
よ
り

立
派
な
人
も
多
い
、
何
か
こ

の
辺
に
問
題
の
本
質
が
あ
り

そ
う
だ
」「
飲
み
会
自
粛
？
　

未
成
年
の
大
学
生
じ
ゃ
あ
る

ま
い
し
、
恥
ず
か
し
い
な
」

「
以
前
全
国
税
新
潟
県
支
部

が
、
署
長
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
人
物
３
名
を
そ
の
署
名
の

イ
ニ
シ
ャ
ル
か
ら
『
Ｋ
Ａ
Ｓ

署
長
』
と
名
付
け
て
批
判
し

た
が
、
そ
の
教
訓
が
活
か
さ

れ
て
い
な
い
な
」「『
部
下
に

目
を
か
け
て
い
た
』」っ
て
ど

う
い
う
こ
と
。
人
事
面
で
の

昇
格
・
昇
任
・
評
価
・
高
率

支
給
？
」「
部
下
か
ら
リ
ス
ペ

ク
ト
さ
れ
ず
、
酒
を
飲
ん
で

場
所
も
わ
き
ま
え
ず
感
情
を

あ
ら
わ
に
し
て
、
警
察
に
通

報
さ
れ
る
。
し
か
も
調
書
を

破
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
感
情
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
、

こ
う
い
う
人
は
人
事
評
価
で

ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
の

か
？
」
等
々
の
声
が
出
て
い

ま
す
。

　
今
回
の
事
件
は
、
パ
ワ
ハ

ラ
、
当
局
が
言
う
「
適
材
適

所
」「
公
正
な
人
事
」
に
対
す

る
信
頼
の
崩
壊
、
情
実
派
閥

人
事
の
横
行
、
署
長
な
ど
に

対
す
る
管
理
者
教
育
、
な
ん

で
も
飲
み
会
を
す
る
職
場
文

化
な
ど
多
く
の
問
題
点
を
炙

り
出
し
ま
し
た
。
こ
の
際
職

場
の
総
点
検
が
必
要
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　（
関
信
地
連
機
関
紙
よ
り
）

　
現
職
税
務
署
長
逮
捕
さ
れ
る

　
　
綱
紀
の
粛
正
だ
け
で
は
不
足

　
　
　
職
員
の
声
を
聞
き
総
点
検
を

　宮城信昭副代表委員

　
柴
崎
人
事
課
長

戦
争
反
対
！

　
き
な
臭
い
動
き
が
起
き
て
い
ま
す
。
安
倍
総
理
は
、

日
本
が
世
界
中
で
戦
争
で
き
る
体
制
を
作
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。

　
日
本
人
は
、
あ
ま
り
に
無
謀
な
戦
争
の
末
に
、
日
本

国
民
と
他
国
民
を
荒
廃
の
果
て
に
追
い
や
っ
た
太
平
洋

戦
争
の
反
省
に
鑑
み
、
不
戦
の
決
意
を
固
め
ま
し
た
。

　
世
界
中
が
、
ど
れ
だ
け
力
（
戦
争
）
の
論
理
に
動
か

さ
れ
よ
う
と
、
わ
が
国
だ
け
は
戦
争
を
し
な
い
と
憲
法

で
宣
言
し
ま
し
た
。
こ
の
崇
高
な
理
念
が
今
、
壊
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
は
、
諸
国
民
の
英

智
に
よ
っ
て
、
戦
争
は
防
げ
る
と
論
じ
、
日
本
は
そ
の

た
め
の
努
力
に
よ
っ
て
、
国
際
社
会
で
名
誉
あ
る
地
位

を
得
た
い
と
う
た
っ
て
い
ま
す
。

　
今
、
日
本
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
集
団
的
自
衛

権
を
持
つ
こ
と
で
も
世
界
中
に
自
衛
隊
を
展
開
す
る
こ

と
で
も
な
く
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
を
国
際
社
会
に
広

め
る
こ
と
で
す
。　
戦
争
反
対
！

鞍
杏

庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵

憲法９条守れの声広がる

　
会
場
の
横
浜
臨
港
パ
ー
ク


